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今後の方向性
・「自転車活用打合せ会議」を早期に開催し、行政関係者の意識統一を図る。
・民間事業者、自転車愛好家等を集めて情報交換会・イベント等を開催し、地域のネットワーク
づくり及び地域におけるサイクリスト受入れ意識の向上を図る。
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・令和２年１月15日～17日に視察を実施。サイクルツーリ
ズム推進に携わる行政機関(愛媛県東予地方局今治土
木事務所)、推進団体(ＮＰＯ法人シクロツーリズムしまな
み及び(一社)しまなみジャパン)を訪問し、現在までの経
緯や事業内容等についてお聞きした。また、レンタサイク
ルを借りてサイクリングロードを実走し、道路標識や案内
表示、周辺施設の自転車受入れ状況等を視察した。
・市町村、観光協会等が集まり視察結果の発表と情報交
換等を行う「自転車活用打合せ会議」を３月９日に行う予
定であったが、新型コロナウィルス感染症防止のため、
新年度に延期した。

・サイクルツーリズム推進に当たっての
効果的な施設整備、推進組織の立上
げと運営、事業内容等について、具体
的な情報が収集できた。
・木曽建設事務所の走行環境整備事
業の実施に当たり、効果的な整備方法
等に関する視察ができた。

合　　　　　　計 429,293

しまなみ海道視察 429,293

成果目標
（成果指標）

木曽地域におけるサイクルツーリズムの振興
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木曽路観光の新しいコンテンツとして、自転車の活用による観光地域づくりを進める。

現 状 と
課 題

・自転車活用推進法が平成29年に施行され、環境に優しく健康づくりに役立つ自転車の活用に
注目が集まっている。長野県でも自転車条例が令和元年10月に全面施行され、安全性の確保
と合わせ「Ｊａｐａｎ　Ａｌｐｓ　Ｃｙｃｌｉｎｇ」ブランド」の構築など、自転車による観光振興を目指してい
る。
・木曽地域は御嶽山周りの高原や中山道をはじめ、ルートを選べば景観・立ち寄り場所とも第１
級のサイクリングが楽しめる地域であるが、まだあまり知られていない。また、地域に不足して
いる二次交通の手段としても有効である。
・今後、道路標識や安全対策など自転車向けの施設整備を行う必要がある。それを活用する地
元組織が必要だが、木曽地域には個々のレンタサイクル事業者や自転車愛好家はいるもの
の、組織化の検討はこれからである。

内 容

・サイクルツーリズム推進の先進地を視察し、効果的な施設整備、組織の立ち上げ等について
情報収集する。
・具体的には、官民あげた自転車まちづくりにより「世界で最も素晴らしい７大サイクリングコー
ス」や「ナショナルサイクルルート」に選ばれている「しまなみ海道」(広島県・愛媛県)の施設及び
行政機関や推進団体を訪問、関係者の話をお聞きし、施設等を視察する。
・視察結果は２月に予定する自転車活用推進に関する地域連絡会議で発表し、木曽地域の観
光における自転車活用の意識づくりにつなげる。

事業期間 令和２年１月 令和２年３月

実 施 機 関 木曽地域振興局・木曽建設事務所 担
当
課

商工観光課

事 業 名 木曽路サイクルツーリズム推進事業
0264-25-2228

kisochi-shokan@pref.nagano.lg.jp
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